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当社製みなし表示付認証機器ECD（旧表示付ECD）を
ご使用の皆様への重要なお知らせ

株式会社 島津製作所 三条工場

　放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律（平成十六年法律六十 
九号。以下「改正法」という。）が平成 17 年 6 月 1 日から施行されました。
　この施行に併せて，改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和二十二年 
法律百六十七号。以下「旧法」という。）のもとで制定されたガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャ 
プチャ・ディテクタに係る放射線障害の防止に関する技術上の基準等を定める告示（昭和五十六年科学 
技術庁告示第九号）は廃止され，従来の表示付 ECD の制度は終了しました。
　ただし，旧法のもとで行われた表示付 ECD にかかわる届出は，以下の使用・保管・運搬に関する条件 
  （認証条件）を満たしていれば，改正法の「表示付設計認証機器」にかかわる届出とみなされますので， 
引き続きお使いいただくことができます。（みなし表示付認証機器）
　表示付認証機器について告示等で表示の有効期限が定められておりませんが，当社では表示付 ECD
の有効期限を 5 年としており，みなし表示付認証機器の有効期限は既に終了しています。

　表示付認証機器とみなされる表示付放射性同位元素装備機器の認証条件を定める告示

　  （平成十七年文部科学省告示第七十五号）より引用

  （使用の条件）
 l. 同一の者が，年間 2000 時間を超えてガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタ 
     （以下「ディテクタ」という。）から 50cm 以内に接近しないこと。
 2.   ディテクタをガスクロマトグラフからみだりに取りはずさないこと（ディテクタを交換する場合 

を除く。）
 3. ディテクタから放射性同位元素を取り出さないこと。
 4.  ディテクタ及びキャリアガス（試料成分を展開溶出するガスをいう。以下同じ。）の温度が 350℃ 

を超えないこと。
 5. キャリアガスとして腐食性のガスを用いないこと。
 6. ディテクタにキャリアガス又は試料以外の物を入れないこと。
  （保管の条件）
       ガスクロマトグラフを設置する部屋に施錠すること，ディテクタをみだりに持ち運ぶことができな

いような措置を講じて保管すること。
  （運搬の条件）
       ディテクタを運搬する場合は，開封されたときに見やすい位置に「放射性」 又は「Radioactive」の 

表示を有している容器を用いること。

（ ）販売業届出番号　販第122号
許可番号　　　　使第362号
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 旧法第三条の二   （使用の届出）
　表示付放射性同位元素装備機器（第十二条の四第二項の規定により表示が付されている放射性同位元素装備機 
器をいう。以下同じ。）又は密封された放射性同位元素で政令で定める数量以下のもの（以下次項までにおいて単 
に「密封された放射性同作元素」という。）を使用しようとする者は，政令で定めるところにより，あらかじめ， 
表示付放射性同位元素装備機器を使用する場合にあっては表示付放射性同位元素装備機器の承認番号（当該放射 
性同位元素装備機器に係る第十二条の二第一項の承認の番号をいう。次項において同じ。）及び台数，使用の場所 
並びに当該表示付放射性同位元素装備機器を設置する施設（以下単に「機器設置施設」という。）の位置，構造及 
び設備その他文部科学省令で定める事項を，密封された放射性同位元素を使用する場合にあっては密封された放 
射性同作元素の種類及び数量，使用の場所及びに貯蔵施設の位置，構造，設備及び貯蔵能力その他文部科学省令 
で定める事項を文部科学大臣に届け出なければならない。

○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律（平成十六年法律第六十九号）
第十九条第五項

　前項に定めるもののほか，表示付認証機器又は表示付特定認証機器（以下「表示付認証機器等」という。） 
を廃棄しようとする者（許可届出使用者又は許可廃棄業者であるものを除く。）は，許可届出使用者（許可取消 
等使用者を除く。）又は許可廃棄業者（許可取消等廃棄業者を除く。）に委託しなければならない。

（放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置）
第二十四条

　許可届出使用者（表示付認証機器使用者を含む。），届出販売業者，届出賃貸業者及び許可廃棄業者は，文部 
科学省令で定めるところにより，放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対し，使用施設，廃棄物 
詰替施設，貯蔵施設，廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設への立入りの制限その他保健上必要な措置を講じなければ 
ならない。

（事故届）
第三十二条

　許可届出使用者等（表示付認証機器使用者及び表示付認証機器使用者から運搬を委託された者を含む。次条 
において同じ。）は，その所持する放射性同位元素について盗取，所在不明その他の事故が生じたときは，遅滞 
なく，その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。

（危険時の措置）
第三十三条

　許可届出使用者等は，その所持する放射性同位元素若しくは放射性同位元素によって汚染された物又は放射 
線発生装置に関し，地震，火災その他の災害が起こったことにより，放射線障害のおそれがある場合又は放射 
線障害が発生した場合においては，直ちに，文部科学省令（放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染 
された物の工場又は事業所の外における運搬（船舶又は航空機による運搬を含む。）に係る場合にあっては，文 
部科学省令又は国土交通省令。第三項において同じ。）で定めるところにより，応急の措置を講じなければなら 
ない。

2　前項の事態を発見した者は，直ちに，その旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならない。
3　許可届出使用者等は，第一項の事態が生じた場合においては，文部科学省令で定めるところにより，遅滞 

なく，その旨を文部科学大臣（放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の工場又は事業所 
の外における運搬（船舶又は航空機による運搬を含む。）に係る場合にあっては，文部科学大臣又は国土交 
通大臣。次項において同じ。）に届け出なければならない。

4　文部科学大臣は，第一項の場合において，放射線障害を防止するため緊急の必要があると認めるときは，同項 
に規定する者に対し，放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の所在場所の変更，放射性同位 
元素による汚染の除去その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

主たる管轄官庁　文部科学省（http://www.mext.go.jp/）
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関連法令等

○文部科学省告示第七十五号
　 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律（平成十六年法律第六十九号）
附則第同条第二項の規定に基づき，表示付認証機器とみなされる表示付放射性同位元素装備機器の認証条件を定 
める告示を次のように定める。
　平成十七年六月一日
　文部科学大臣中山成彬

　 表示付認証機器とみなされる表示付放射性同位元素装備機器の認証条件を定める告示
  （使用の条件）

第一条
　放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）
附則第四条第二項の規定により表示付認証機器とみなされる表示付放射性同位元素装備機器（以下「みなし表 
示付認証機器」という。）についての使用に係る認証条件は，次に掲げるものとする。
一　同一の者が，年間二千時間を超えてガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタ（以下 
　 「ディテクタ」という。）から五十センチメートル以内に接近しないこと。
二　ディテクタをガスクロマトグラフからみだりに取りはずさないこと（ディテクタを交換する場合を除く。）
三　ディテクタから放射性同位元素を取り出さないこと。
四　ディテクタ及びキャリアガス（試料成分を展開溶出するガスをいう。以下本条において同じ。）の温度が 
　三百五十度を超えないこと。
五　キャリアガスとして腐食性のガスを用いないこと。
六　ディテクタにキャリアガス又は試料以外の物を入れないこと。

  （保管の条件）
第二条

　みなし表示付認証機器についての保管に係る認証条件は，ガスクロマトグラフを設置する部屋に施錠するこ 
とその他のディテクタをみだりに持ち運ぶことができないような措置を講じて保管することとする。

  （運搬の条件）
第三条

　みなし表示付認証機器についての運搬に係る認証条件は，ディテクタを運搬する場合は，開封されたときに 
見やすい位置に「放射性」又は「Radioactive」の表示を有している容器を用いることとする。

附則
1　この告示は，公布の日から施行する。
2 　ガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタに係る放射線障害の防止に関する技術上の 
基準等を定める告示（昭和五十六年科学技術庁告示第九号）は，廃止する

○ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律（平成十六年法律第六十九号）
　 附則（抜粋）

 第四条 　この法律の施行前に旧法第三条のこ第一項の規定によりされた同項の表示付放射性同位元素装備機器に係 
る届出は，新法第三条の三第一項の規定によりされた届出とみなす。

　　　２　前項の場合において，旧法第三条のこ第一項の表示付放射性同位元素装備機器は，新法第十二条の五第二 
　　　　項の表示付認証機器とみなす。この場合において，当該機器についての新法第十二条の六の認証条件は，文 
　　　　部科学大臣が定める。



4/4

旧法からの変更点
1）  届出について

　以下の事項を変更したときには，変更の日から 30 日以内に「表示付認証機器使用変更届」（様式 
第四）を文部科学大臣に提出していただく必要があります。
　一　氏名又は名称及び住所（法人の場合は，その代表者の氏名）
　二　設計認証番号及び台数
　三　使用の目的及び方法

すべての使用を廃止するときには、あらかじめ廃止措置計画を定め、遅滞なく「表示付認証機器使
用廃止及び廃止措置計画」（様式第三十七）を文部科学大臣に提出していただく必要があります。
措置が終了したときには遅滞なく「許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置の報告書」（様式第
三十六）に「廃止のためにセルを当社に譲り渡したことを証明する書面（当社発行の RI 受領書）」
の写しを添えて提出していただく必要があります。
※ 法律などの条文において「遅滞なく」とは「正当なまたは合理的な理由がない限り、すぐに行う

義務がある」ということを意味します。
　 （届出の際は旧法の表示付 ECD の設計認証の番号がみなし表示付認証機器の認証番号となります。）

2）  表示の有効期間について
表示付認証機器については，告示等で表示の有効期間が定められておりません。

　しかしながら当社では表示付 ECD の有効期間を 5 年としており，みなし表示付認証機器の有効
期間は既に過ぎています。速やかに廃棄または表示付認証機器への移行を当社まで依頼していただ
きますようお願いします。

3）  文部科学省への報告について
　毎年 6 月 30 日までに提出が必要であった前年度分の放射線管理状況報告書について，表示付認証
機器のみの使用では不要となりました。

上記記載以外の取扱に関する項目は旧法の表示付 ECD に準じます。
例：輸送の際は L 型輸送物としての取扱となります。
　 災害等が発生したことなどにより放射線障害のおそれがある場合や，盗難等による所在不明が起こった場合 
　 には法令に従った措置・届出が必要です。

取扱上の注意
1.   一般 ECD との区別ができなくなるおそれがありますので，機構確認の番号を刻印したタグやラベ 
　　ル等を取りはずさないでください。なお，部屋の出入口標識「表示付放射性同位元素装備機器使
　　用室」は取りはずしてもらって結構です。
2.   改正法では,「表示付認証機器を廃棄しようとする者は許可届出使用者又は許可廃棄業者に委託し 
　　なければならない。」 と定められています。一般廃棄物または産業廃棄物としての廃棄はできません 
　　ので，廃棄の際は下記当社営業担当までご連絡ください。
3.   そのほか，ご使用の際は取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。
4.   設計認証に関する最新の事項については「文部科学省　原子力・放射線の安全確保ホームページ」 
　　（http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/index.html）も併せてご参照ください。
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